
 

⼈々の命と健康を守るための⼆次避難の実施を⾏い、
政府⼀体となって災害応急対策を進めてきています。 

農林⽔産省においても、令和6(2024)年1⽉1⽇に、
農林⽔産⼤⾂を本部⻑とする農林⽔産省緊急⾃然災害
対策本部を設置しました。 5 
 
 

((被被災災地地へへのの⾷⾷料料⽀⽀援援をを実実施施))  
政府は、令和6(2024)年1⽉1⽇、被災後直ちに「⾷

料・物資⽀援チーム」を設置するとともに、被災地の10 
要望を踏まえ、翌2⽇に、業界団体を通じた調達要請
の結果、パン、パックご飯、即席麺及び乳児⽤ミルク
について、⾷品企業から輸送拠点への発送を開始しま
した。さらに、1⽉2⽇から3⽉23⽇までの間に、アレ
ルギー対応⾷、介護⾷品、ベビーフード、栄養補助⾷15 
品等を含む約514万点の飲⾷料及び約1万8千kgの無洗
⽶等を広域物資輸送拠点に供給し、関係省庁と連携し
て被災地へ順次配送しました。 
 

 20 
 

((農農林林⽔⽔産産省省職職員員のの現現地地派派遣遣等等をを実実施施))  
農林⽔産省では、⾷料供給・物流の円滑化や農地・農業⽤施設の早期復旧を図るため、

職員の現地派遣等を⾏いました。 

((ココララムム))  キキッッチチンンカカーーをを活活⽤⽤しし、、被被災災地地ででのの温温かかいい⾷⾷事事のの無無償償提提供供をを実実施施  
 
令和6(2024)年1⽉1⽇に⽯川県能登地⽅で発⽣した地震により甚⼤な被害を受け、被災後も厳し

い冷え込みが続く被災地では、避難者から温かい⾷事を求める声が多数寄せられました。 
このため、農林⽔産省では、外⾷業界団体である⼀般社団法⼈⽇本

に ほ ん
フードサービス協 会

きょうかい
と連携

し、被災地⽅公共団体と調整の上、⽜丼、カレー、うどんといった複数の外⾷事業者の協⼒を得て、
キッチンカーを活⽤した⾷事提供の取組を実施しました。 

外⾷事業者による取組は令和6(2024)年1⽉11⽇から開始され、⽯川県七尾市
な な お し

、輪島市、珠洲市
す ず し

、
⽳⽔町
あなみずまち

、能登
の と

町
ちょう

において温かい⾷事の無償提供が⾏われました。機動性の⾼いキッチンカーによ
る⽀援は、災害時に温かい⾷事を避難者に届けられる利点があります。キッチンカーの前には、避
難者が列を作り、出来⽴ての料理を久しぶりに⼝にし、束の間のひとときに笑顔になる⼈も多数⾒
られました。温かい⾷べ物は避難者の⼼の⽀えともなっており、避難者の⾷の質の改善に⼤いに寄
与しています。 

 

キキッッチチンンカカーーにによよるる温温かかいい⾷⾷事事のの提提供供  
資料：⼀般社団法⼈⽇本フードサービス協会 

配配送送トトララッッククへへのの⾷⾷料料等等のの積積込込みみ  

農農林林⽔⽔産産省省緊緊急急⾃⾃然然災災害害対対策策本本部部でで
発発⾔⾔すするる農農林林⽔⽔産産⼤⼤⾂⾂  

 

トトピピッッククスス77  令令和和66年年能能登登半半島島地地震震へへのの対対応応をを推推進進  
 

令和6(2024)年1⽉に⽯川県能登
の と

地⽅で発⽣した地震は、⽯川県を中⼼に、⼈的被害のほ
か、農作物等や農地・農業⽤施設等に⼤きな被害をもたらしました。 

以下では、「令和6年能登
の と

半島
はんとう

地震1」について、被害の状況と復旧に向けた取組について5 
紹介します。 
 
((令令和和66((22002244))年年11⽉⽉11⽇⽇にに⽯⽯川川県県能能登登地地⽅⽅でで地地震震がが発発⽣⽣しし、、最最⼤⼤震震度度77をを観観測測))  

令和6(2024)年1⽉1⽇に、⽯川県能登地⽅を震源とするマグニチュード7.6の地震が発⽣
し、同県輪島市

わ じ ま し
及び志賀町

し か ま ち
では震度7を観測したほか、沿岸部では津波に伴う海⾯変動も10 

観測されました(図図表表  トトピピ77--11、図図表表  トトピピ77--22)。  
 

 
 
同地震により、⽯川県を中⼼に、⼈的被害のほか、建物の倒壊や⽕災の発⽣、交通イン15 

フラ・ライフラインの損壊等の甚⼤な被害がもたらされました。 
能登地⽅は半島地域として三⽅を海に囲まれ、平地が少なく幹線交通体系から離れてい

るなどの制約下にあることから、同地震の発⽣を受け、⼀部の地域では道路、⽔道、電気
等の復旧に時間を要し、⽣活再建の動きを始められない状況や外部からのアクセスが途絶
する孤⽴集落が発⽣する状況が⾒られました。 20 

 
((災災害害対対策策本本部部をを設設置置))  

政府は、発災直後から、警察、消防、⾃衛隊等を被災地に派遣し、被害状況の把握や救
命救助、捜索活動等に当たるとともに、⾮常災害現地対策本部を設置し、各府省から多数
の職員を被災地に派遣して、道路の啓開やプッシュ型による物資の⽀援、避難されている25 

 
1 気象庁が定めた名称で、令和6(2024)年1⽉1⽇に⽯川県能登地⽅で発⽣したM7.6の地震及び令和2(2020)年12⽉以降の⼀連の地震

活動のことを指す。 

図表 トピ7-1 令和6年能登半島地震の震央分
布図 

図表 トピ7-2 令和6(2024)年1⽉1⽇に発⽣し
た地震の震度 

資料：気象庁「「令和6年能登半島地震」について(第3報)」 
注：1) 令和2(2020)年12⽉1⽇〜6(2024)年1⽉1⽇19時50分、

深さ0〜30km、M3.0以上 
2) 令和6(2024)年1⽉1⽇の地震を⾚枠で表⽰ 

資料：内閣府「令和6年能登半島地震に係る被害状況等について(令和6
年3⽉26⽇14時00分現在)」を基に農林⽔産省作成 

注：令和6(2024)年1⽉1⽇16時10分の地震における各地の震度(震度5
強以上) 

震度 都道府県 市町村名
震度7 ⽯川県 志賀町、輪島市
震度６強 ⽯川県 七尾市、珠洲市、⽳⽔町、能登町
震度６弱 ⽯川県 中能登町

新潟県 ⻑岡市
震度５強 ⽯川県 ⾦沢市、⼩松市、加賀市、⽻咋市、かほく

市、能美市、宝達志⽔町

新潟県

新潟中央区、新潟南区、新潟⻄区、新潟⻄蒲
区、三条市、柏崎市、⾒附市、燕市、⽷⿂川
市、妙⾼市、上越市、佐渡市、南⿂沼市、阿
賀町、刈⽻村

富⼭県
富⼭市、⾼岡市、氷⾒市、⼩⽮部市、南砺
市、射⽔市、⾈橋村

福井県 あわら市
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において温かい⾷事の無償提供が⾏われました。機動性の⾼いキッチンカーによ
る⽀援は、災害時に温かい⾷事を避難者に届けられる利点があります。キッチンカーの前には、避
難者が列を作り、出来⽴ての料理を久しぶりに⼝にし、束の間のひとときに笑顔になる⼈も多数⾒
られました。温かい⾷べ物は避難者の⼼の⽀えともなっており、避難者の⾷の質の改善に⼤いに寄
与しています。 
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フラ・ライフラインの損壊等の甚⼤な被害がもたらされました。 
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資料：気象庁「「令和6年能登半島地震」について(第3報)」 
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((⽯⽯川川県県をを中中⼼⼼にに⾷⾷品品企企業業ににおおいいててもも被被害害がが発発⽣⽣))  
令和6(2024)年1⽉1⽇に⽯川県能登地⽅で発⽣した地震により、醤油

しょうゆ
や味噌

み そ
、菓⼦、⽔

産加⼯品等の⾷品企業においても製造・保管設備の損壊等が発⽣し、⽯川県を始め各県の
⾷品産業にも甚⼤な被害がもたらされました。 
 5 
((「「被被災災者者のの⽣⽣活活とと⽣⽣業業⽀⽀援援ののたためめののパパッッケケーージジ」」をを取取りりままととめめ))  

政府は、令和6(2024)年1⽉25⽇に、緊急に対応すべき施策を「被災者の⽣活と⽣業
なりわい

⽀援
のためのパッケージ」として取りまとめました。 

施策を実⾏するために必要となる財政措置については、令和5(2023)年度及び令和
6(2024)年度の予備費を活⽤し、復旧・復興の段階に合わせて、数次にわたって機動的・10 
弾⼒的に⼿当することとしています。 

農林⽔産分野においては、地域の将来ビジョンを⾒据えて、世界農業遺産である「能登
の と

の
⾥
さと

⼭⾥
やまさと

海
うみ

」等のブランドを活かした創造的復興に向け、被災農林漁業者が⼀⽇も早い⽣業
の再建に取り組めるよう、災害復旧事業の促進や営農再開に向けた⽀援等を⾏うこととし
ています。具体的には、災害復旧事業の促進、共済⾦等の早期⽀払、災害関連資⾦の特例15 
措置の実施、農業⽤機械や農業⽤ハウス・畜舎等の再建・修繕への⽀援、営農再開に向け
た⽀援、被災農業法⼈等の雇⽤の維持のための⽀援、農地・農業⽤施設等の早期復旧等の
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